
 

 

大分大学医学部附属病院では、患者さんと診療情報を共有することによって、良好な

関係を築き、より質の高い開かれた医療を目指すことを目的として、診療情報の提供を

行っています。  
診療情報提供の申請から提供までの手続きは、下記のとおりです。  

 

診療情報提供の申請ができる方 
１．患者さんご本人 
２．法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人） 
３．プライマリー・ケアギバー 
（実質的に患者さんのお世話を行われているご親族また

はこれに準ずる方） 

次のような「診療情報の提供ができない場合」に該当しないか検討します。 
 

１．患者さんが、疾病や治療について理解や判断ができない状態にある場合 
２．患者さんへの診療情報の提供が、病院の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合 
３．情報開示により患者さんの生命あるいは健康に重大な害を与えると信じるに足る理由がある場合 

 
結果決定までの期間：約１ヶ月 

「診療情報提供申請書」の提出 
 

「診療情報提供申請書」に必要事

項をご記入のうえ、身分証明でき

る書類を添えて、医事課 診療録

管理係へご提出ください。 

診療情報の提供をご希望される

場合は、医事課医事相談窓口まで

お越しください。申請の手続き方

法等ご説明します。 

 担当：医事課診療録管理係 

 

 

 

 

 

 

 

提供している診療情報の範囲 
患者さんの診療を目的として当院が作成した記録 

・診療録（カルテ） ・看護記録  ・処方箋 
・検査記録 ・検査結果報告書 ・エックス線写真 等 

身分証明の書類 
・運転免許証    ・健康保険証 
・厚生年金手帳   ・住民票  等 

＊法定代理人、プライマリー・ケアギバーの方は、その資格

を確認できる書類（戸籍謄本等）も提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用 
閲覧  閲覧のみの場合は、費用はかかりません。 
謄写（複写） 
・診療録等複写料 １枚につき２０円 
・Ｘ線フィルム複写料 １枚につき 
  半  切 ７９０円  大 角 ６６０円  

 大四ツ切 ５６０円  四ツ切 ４７０円 
 六 ツ 切 ３６０円 

 ・放射線画像複写料 
  ＣＤ－Ｒ １，４７０円 １枚増すごとに ７８円加算 

   ＤＶＤ  １，５７５円 １枚増すごとに１８１円加算 

画像診断用フィルム（半切サイズ） １，４７０円  

１枚増すごとに３１９円加算 

画像診断用フィルム（Ｂ４サイズ） １，３６５円  

１枚増すごとに１８２円加算 

診療情報提供等の 
ご連絡 

 

 

 

 

診療情報の提供 
 

診療情報提供料のお支払い 

診療情報提供の方法   
閲覧および謄写（複写）  

＊ 医師の説明が必要な場合は、 
申請時にお申し出ください。 

※申請者以外の方には、患者さんの委任状がない限り、閲覧および謄写の提供は行えません。 
平成２１年６月５日 

大分大学医学部附属病院 
 


